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１  監 査 を 実 施 し た 監 査 委 員 名  

  吉  井  忠  夫  

  髙  田  幸  男  

  山  内  弘  一  

  海 老 原  久  恵  

 

２  監 査 の 種 類  

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ９ ９ 条 第 ４ 項 の 規

定 に よ る 定 期 監 査 及 び 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 事 務 の 執 行 に 係 る

行 政 監 査  

 

３  監 査 の 概 要  

 (1) 監 査 の 期 間  

   平 成 ２ ６ 年 ９ 月 １ ０ 日 か ら 平 成 ２ ６ 年 １ １ 月 ２ ７ 日 ま で  

 (2) 監 査 の 対 象 と し た 部 及 び 課 等  

ア  環 境 部         環 境 政 策 課  

               環 境 政 策 課 放 射 線 対 策 室  

               廃 棄 物 政 策 課  

               環 境 サ ー ビ ス 課  

               北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー  

               南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー  

               産 業 廃 棄 物 対 策 課  

イ  経 済 産 業 部       商 工 振 興 課  

               農 政 課  

               公 設 市 場  

ウ  都 市 部            都 市 計 画 課  

                  北 部 整 備 課  

                  建 築 指 導 課  

                  開 発 事 業 調 整 課  

                  宅 地 課  

                  住 宅 課  

                  公 園 緑 政 課  
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                  公 園 管 理 課  

                  区 画 整 理 課  

               北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 務 所  

               中 心 市 街 地 整 備 課  

エ  土 木 部         道 路 管 理 課  

  道 路 管 理 課 道 路 維 持 補 修 室  

  道 路 管 理 課 道 路 サ ー ビ ス 事 務 所  

  交 通 政 策 課  

  交 通 施 設 課  

  道 路 整 備 課  

  新 市 道 路 整 備 課  

  下 水 道 経 営 課  

  下 水 道 整 備 課  

  下 水 道 維 持 管 理 課  

  下 水 道 維 持 管 理 課 雨 水 排 水 対 策 室  

  オ  会 計 課  

  カ  議 会 事 務 局       庶 務 課  

               議 事 課  

  キ  選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局  

  ク  監 査 事 務 局  

  ケ  農 業 委 員 会 事 務 局  

  コ  教 育 委 員 会 学 校 教 育 部  学 校 教 育 課  

               学 校 教 育 課 学 校 企 画 室  

               学 校 教 育 課 学 校 財 務 室  

               学 校 施 設 課  

               学 校 保 健 課  

               学 校 保 健 課 学 校 給 食 セ ン タ ー  

               指 導 課  

               田 中 北 小 学 校  

                              大 津 ケ 丘 第 二 小 学 校  

                              手 賀 西 小 学 校  

               手 賀 中 学 校  
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               柏 高 等 学 校  

               教 育 研 究 所  

 

(3) 監 査 の 方 法  

  平 成 ２ ６ 年 度 分 で 平 成 ２ ６ 年 ８ 月 ３ １ 日 ま で に 執 行 さ れ た 事  

 務 事 業 （ 必 要 と 認 め た 部 分 に つ い て は 平 成 ２ ５ 年 度 以 前 分 を 含  

 む 。 ） が 適 正 か つ 効 率 的 に 行 わ れ て い る か を 主 眼 と し て ， 関 係  

 各 課 か ら 資 料 の 提 出 を 求 め る と と も に ， 関 係 職 員 か ら 事 情 を 聴  

 取 し て 実 施 し た 。  

な お ， 監 査 の 実 施 に 当 た っ て は ， 特 に 次 の 点 に 意 を 払 う こ と

と し た 。  

  ア  予 定 価 格 の 算 定 方 法 等 に つ い て  

    工 事 ， 修 繕 ， 委 託 等 の 契 約 事 務 に お け る 予 定 価 格 に つ い て  

   は ， 通 常 ， 過 去 の 実 績 ， 市 場 価 格 及 び 他 部 署 ・ 他 市 等 に お け  

   る 同 種 業 務 の 実 例 価 格 並 び に 業 者 か ら の 参 考 見 積 り 等 に よ り  

   算 定 さ れ て い る 。 こ の 予 定 価 格 決 定 の 基 礎 と な る 概 算 設 計 額  

   の 算 定 が 適 切 に 行 わ れ て い る か ， 算 定 に 用 い た 資 料 は 適 切 に  

   保 管 さ れ て い る か ， ま た ， 緊 急 工 事 の 場 合 の 事 務 手 続 等 は 妥  

   当 か 。  

  イ  現 金 の 取 扱 い に つ い て  

    資 金 前 渡 金 ， 概 算 払 金 ， 釣 銭 及 び 窓 口 収 納 金 等 の 保 管 及 び  

   取 扱 い は 適 正 か ， ま た ， 出 納 職 員 に よ る 歳 入 の 直 接 収 納 （ 収  

   納 事 務 を 私 人 に 委 託 し た 場 合 を 含 む 。）  を す る 場 合 の 事 務 手  

   続 は 財 務 規 則 等 に 定 め る と こ ろ に よ り 適 正 に 行 わ れ て い る か 。  

  ウ  個 人 情 報 の 取 扱 い に つ い て   

    各 課 が 所 管 す る 個 人 情 報 に つ い て ， セ キ ュ リ テ ィ 面 の 管 理  

   体 制 は 適 正 か ， 発 生 し た リ ス ク へ の 対 応 策 は 万 全 か ， 個 人 情  

   報 に 関 す る 文 書 の 保 管 ・ 廃 棄 は 適 切 か ， ま た ， 個 人 情 報 の 取  

   扱 い に 関 す る 情 報 を 庁 内 の 部 局 間 で 共 有 で き る 仕 組 み が 構 築  

   さ れ て い る か ， 内 部 統 制 は 機 能 し て い る か 。  
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４  監 査 の 結 果  

  監 査 の 結 果 ， 特 に 次 の 事 項 に つ い て は ，「 監 査 の 結 果 等 の 取 扱

い 要 領 」 に 定 め る 指 摘 事 項 に 該 当 す る も の と 判 断 し た 。  

 

 【 指 摘 事 項 】  

  

 (1) 環 境 部 環 境 政 策 課  

  ア  補 助 金 交 付 事 務 の 適 正 化 に つ い て  

   環 境 政 策 課 で は ， 生 活 排 水 に よ る 公 共 用 水 域 の 水 質 汚 濁 の  

  防 止 に 資 す る こ と を 目 的 と し て ， 合 併 処 理 浄 化 槽 を 設 置 す る  

  者 に 対 し て 補 助 金 を 交 付 し て い る 。  

    平 成 ２ ６ 年 度 の 当 該 補 助 金 交 付 事 務 に 係 る 関 係 書 類 を 調 査  

   し た と こ ろ ， 交 付 申 請 額 が 記 入 さ れ て い な い 補 助 金 交 付 申 請  

   書 を 収 受 し ， 交 付 決 定 通 知 書 を 発 出 し て い る こ と が 判 明 し た 。  

    補 助 金 交 付 申 請 書 の 記 載 事 項 は ， 補 助 金 等 交 付 規 則 第 ２ 条  

   に 明 記 さ れ て お り ， 特 に ， 交 付 を 受 け よ う と す る 補 助 金 の 額  

   は そ の 主 要 な 部 分 に 該 当 す る も の で あ る 。 ま た ， 交 付 申 請 額  

   は ， 市 が 補 助 金 交 付 決 定 の 可 否 を 審 査 す る 際 に も 最 も 重 要 な  

   事 項 で あ り ， 空 欄 の ま ま 申 請 書 を 受 理 す る よ う な こ と は あ っ  

   て は な ら な い 。  

    こ の こ と に つ い て は ， 平 成 ２ ５ 年 度 に 実 施 し た 定 期 監 査 に  

   お い て も 口 頭 に よ り 注 意 ， 指 導 し た と こ ろ で も あ る の で ， 今  

   後 は ， 補 助 金 等 交 付 規 則 を 遵 守 し ， 交 付 事 務 の 適 正 化 を 図 ら  

   れ た い 。  

 イ  市 が 事 務 局 を 担 う 任 意 団 体 の 預 金 管 理 に つ い て  

    環 境 政 策 課 で は ， 柏 市 環 境 保 全 協 議 会 及 び 柏 市 ス ト ッ プ 温  

   暖 化 サ ポ ー タ ー の ２ 団 体 の 事 務 局 を 課 内 に 置 き ， 市 職 員 が 事  

   務 を 取 り 扱 っ て い る 。  

    当 該 事 務 局 の 保 管 す る 団 体 の 現 金 の 取 扱 い 状 況 に つ い て 現  

   地 調 査 を 行 っ た と こ ろ ， 預 金 通 帳 と 通 帳 印 を 同 じ 場 所 に 保 管  

   し て い る 状 況 が 見 ら れ た 。  

    こ の よ う な 状 況 は ， 平 成 ２ ５ 年 度 定 期 監 査 に お い て も 確 認  
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   さ れ ， 預 金 等 の 管 理 方 法 に 不 備 が あ る と し て 指 摘 し た と こ ろ  

   で あ る 。 こ の 指 摘 に 対 し て 環 境 政 策 課 か ら 「 預 金 通 帳 と 通 帳  

   印 を 同 一 場 所 に 保 管 し て い た 件 に つ い て は ， 鍵 が か か る 別 の  

   場 所 に そ れ ぞ れ 保 管 す る こ と と し た 。」 と の 措 置 を 講 じ た 旨  

   報 告 が あ っ た た め ， 平 成 ２ ６ 年 ６ 月 ３ 日 に ホ ー ム ペ ー ジ 等 で  

   公 表 し て い た 。  

    し か し な が ら ， 実 際 は 全 く 改 善 が 図 ら れ て い な い 状 況 で あ  

   り ， 措 置 を 講 じ た 旨 の 報 告 も 形 ば か り の も の で あ っ た 。  

    今 後 は ， 組 織 と し て 適 正 な 事 務 の 執 行 に 対 す る 意 識 を 高 め  

   る と と も に ， 現 金 等 の 管 理 に つ い て は 万 全 の 体 制 を 整 え ら れ  

   た い 。  

 

 (2) 経 済 産 業 部 商 工 振 興 課  

  個 人 が 所 有 す る パ ソ コ ン の 持 込 み に つ い て  

   市 で は ， 充 実 し た 住 民 サ ー ビ ス を 提 供 す る た め ， 情 報 シ ス テ  

  ム を 活 用 し ， 行 政 運 営 に 関 わ る 住 民 情 報 等 の 重 要 な 情 報 資 産 を  

  取 り 扱 っ て い る 。 万 が 一 ， こ れ ら の 情 報 が 漏 え い し た 場 合 ， 重  

  大 な 問 題 へ と 発 展 す る こ と が 予 想 さ れ る 。  

   そ の た め ， 保 有 す る 情 報 資 産 の 保 護 を 行 い ， 安 全 性 を 確 保 す  

  る こ と が 必 要 不 可 欠 で あ る こ と か ら ， 平 成 １ ５ 年 １ １ 月 に 情 報  

  セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー が 策 定 さ れ ， 情 報 資 産 の 適 正 な 管 理 ， 保  

  護 を 行 う こ と と し て い る 。  

   こ の よ う な 中 ， 商 工 振 興 課 に お い て ， 複 数 の 職 員 が 情 報 セ キ  

  ュ リ テ ィ 管 理 者 の 承 認 を 受 け ず に 私 物 の パ ソ コ ン （ タ ブ レ ッ  

  ト ） を 持 込 み ， う ち １ 名 は 業 務 に 使 用 し て い る 状 況 が 確 認 さ れ  

  た 。  

   情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー で は ， 個 人 の 所 有 す る パ ソ コ ン の  

  持 込 み は 原 則 禁 止 と し ， 業 務 上 必 要 な 場 合 は 情 報 セ キ ュ リ テ ィ  

  管 理 者 の 承 認 を 受 け る も の と さ れ て い る 。 こ の こ と か ら ， 業 務  

  上 ど う し て も 必 要 な 場 合 に は ， タ ブ レ ッ ト で あ っ て も ， パ ソ コ  

  ン に 準 じ て 所 要 の 手 続 き を 経 た 上 で 使 用 す べ き で あ る 。  
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  指 摘 事 項 に つ い て は 以 上 の と お り で あ る 。 本 監 査 の 結 果 に 基   

づ き 措 置 を 講 じ た と き は ， そ の 旨 を 速 や か に 監 査 委 員 に 報 告 さ   

れ た い 。  

  ま た ， 事 務 処 理 上 改 善 す べ き 軽 易 な 事 項 等 に つ い て は ， 監 査   

の 期 間 中 に 口 頭 に よ り 注 意 ， 指 導 を 行 っ た と こ ろ で あ る が ， そ の

他 の 事 務 事 業 は 適 正 に 執 行 さ れ て い る も の と 認 め た 。  

  な お ， 指 摘 事 項 と す る に は 至 ら な い が ， 妥 当 性 に 欠 け ， 改 善 を

要 す る も の ， 及 び ， 軽 易 な 又 は 定 型 的 な 誤 り で ， 速 や か に 改 善 が

可 能 と 判 断 し た も の （ 監 査 実 施 ま で に 改 善 さ れ た も の を 含 む ） を

「 注 意 事 項 」 と し て 別 紙 １ に 記 載 す る 。  

 

 



別紙１ 平成２６年度第一次定期監査 注意事項の一覧 

 

 

１ 任意団体の預金管理について 

 市が事務局を担う任意団体の預金について，現金取扱簿の預金残高が０円となってい

るにもかかわらず，口座開設のために入金した担当職員の立替金がそのまま口座に残さ

れていたもの。 

  経済産業部農政課 

 

２ 現金取扱簿の作成について 

 市へ協力依頼された「緑の募金」の現金を取り扱う際に現金取扱簿が作成されていな

いが，出納職員が直接収納する場合の取扱い（財務規則第４９条第３項）に準じた事務

処理が望まれるもの。 

  都市部公園緑政課 

 

３ 受払簿による金券等の管理について 

 公費で購入し郵便発送等に使用している金券（切手，収入印紙等）について，受払簿

に記載された調査時点での有高を現物と照合確認したところ，一致しない金種が見られ

たもの。 

  土木部下水道維持管理課雨水排水対策室 

  教育委員会学校教育部大津ケ丘第二小学校，手賀中学校 

 

４ 私人への徴収委託について  

 歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託するときは，告示しなければならないとされ

ているにもかかわらず，行っていなかったもの。（地方自治法施行令第１５８条第２項

及び財務規則第５２条第１項） 

  都市部公園管理課 

 

５ 納入通知書の作成について 

 公園施設使用料の徴収事務受託者が作成した納入通知書に，年度，会計，科目，課名，

件名等の記載漏れがあったもの。 

  都市部公園管理課 

 



 

 

６ 検査職員と監督職員の兼務について 

 委託業務完了後の検査における検査職員を，当該業務の監督職員が兼務していたもの。

（契約事務の手引き） 

  都市部公園緑政課 

 

７ 契約書の不備について 

 市が作成する契約書の契約日は，市と相手方の双方が実際に記名押印した日付を記載

しなければならないにもかかわらず，契約日の記載がなされていなかったもの。（地方

自治法第２３４条第５項） 

  教育委員会学校教育部学校保健課 

 

８ 庁内ＬＡＮへの個人情報の保存について 

 庁内全体で共有できる電子フォルダ（庁内ＬＡＮ）に個人情報を含んだ電子文書を保

管し，職員が自由に閲覧できる状態にあったもの。（情報セキュリティポリシー） 

  環境部南部クリーンセンター，産業廃棄物対策課  

  経済産業部農政課  

  都市部北部整備課，建築指導課，開発事業調整課，宅地課，公園管理課， 

 北柏駅北口土地区画整理事務所 

  土木部道路管理課，道路管理課道路維持補修室，新市道路整備課 

  教育委員会学校教育部学校施設課 

 

９ 委託契約における個人情報保護手続きの不備について 

 個人情報の取扱いがある委託契約にもかかわらず，個人情報の取扱いに係る協定書の

締結を行っていなかったもの。（個人情報保護条例施行規則第４条） 

  農業委員会事務局 

 

１０ パソコンのセキュリティ不備について 

 職員ごとに配備されているパソコンについて，セキュリティの不備が見られたもの。

（情報セキュリティポリシー） 

 (1) 教育委員会学校教育部学校教育課学校財務室 

   推測が容易なパスワードを使用していた。 

 (2) 教育委員会学校教育部学校保健課学校給食センター，田中北小学校 

   一定時間操作しなかったときに作動する画面ロックを設定していなかった。 



 

 

１１ 業務で用いるパソコンネットワークのパスワードについて 

 中学校の職員室に設置されていた学務関連ネットワークシステムに接続する共用パソ

コンのモニター部に，当該システムを利用するためのパスワードが記載された付箋が貼

付されていたもの。 

  教育委員会学校教育部手賀中学校 

 

１２ 備品管理の不徹底について 

 財産管理者はその所管に属する備品に標識を付して管理しなければならないとされて

いるにもかかわらず，標識がない備品が多数あり，備品管理票との整合がとれていない

もの。（財務規則第２８３条） 

  土木部道路管理課 

 

１３ 支出負担行為として整理する時期の誤りについて 

 補助金の交付決定を通知した時点で支出負担行為伺票を起票しなければならないにも

かかわらず，補助事業者から請求書が提出された時点で行っていたもの。（財務規則第

６３条別表第３） 

  環境部環境政策課 

 

１４ 補助金等交付申請書提出期間の超過について 

 補助金交付申請書の提出が，交付要綱に規定する提出期間を超過しており，要綱の規

定と実際の事務処理との整合を図るべきもの。（研究学校補助金交付要綱第５条） 

  教育委員会学校教育部指導課 

 

１５ 調定票及び収入通知票兼調定票の決裁漏れについて 

 決裁の手続は，原則として当該事務の担当者が起案し，順次直属の上司の意思決定を

受けなければならない，と規定されているにもかかわらず，当該決定がなされていなか

ったもの。（事務決裁規程第３条） 

  環境部環境政策課，環境サービス課 

  経済産業部農政課 

 

１６ 支出負担行為の事前審査漏れについて 

 予算執行者が１件 1,000 万円以上のものについて支出負担行為をしようとするときは，

あらかじめ，その内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し，当該支出負担行為が法



 

 

令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない，と規定されて

いるにもかかわらず，当該審査を受けていなかったもの。（財務規則第６４条） 

  都市部中心市街地整備課 

  

１７ 前渡資金の精算遅延について 

 資金前渡職員は，その管理に係る前渡資金について，随時の費用に係る経費の場合は，

支払の終わった日又は保管理由がなくなった日から起算して５日以内(休日及び週休日

を除く。)に，支出金精算票を作成し，証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をし

なければならない，と規定されているにもかかわらず，当該報告がなされていなかった

もの。（財務規則第７７条） 

  都市部都市計画課 

  土木部道路管理課道路サービス事務所 

 

１８ 記載に不備のある請け書の受理について 

 市が契約を締結する際に契約の相手方から徴する請け書について，その記載事項に不

備があったもの。（財務規則第１４４条第２項） 

 (1) 教育委員会学校教育部田中北小学校 

   工期及び契約日が空欄となっていた。 

 (2) 教育委員会学校教育部手賀西小学校 

   名称，期間，金額，契約日が全て空欄となっていた。 

 

１９ 旅費の支出誤りについて 

 旅費の支出に際し，旅行雑費の額に誤りがあったもの。（職員旅費支給条例第１４

条） 

  土木部道路管理課，交通施設課 

 

２０ 出張命令簿の記載不備について 

 出張命令簿の復命事項が全く記載されていなかったり，記載に不備があったにもかか

わらず，出張命令権者の復命確認印が押印され，旅費が支出されていたもの。（服務の

手引） 

  経済産業部農政課，公設市場 

  土木部道路管理課道路維持補修室 

  農業委員会事務局 
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